
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令要綱 

 

第１ 地方自治法施行令の一部改正 

環境性能割交付金の廃止に伴い、特別区財政調整交付金の基準財政収入額の算定方法

を定める規定について所要の見直しを行う。（第二百十条の十二関係） 

 

第２ 地方財政法施行令の一部改正 

１ 地方財政法にサービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方

債の特例を定める規定を創設することに伴い、当該地方債の許可手続に係る規定を創

設する。（附則第三条関係） 

２ 地方揮発油税の当分の間税率の廃止に伴い創設される地方揮発油譲与税減収補塡特

例交付金の全額を基準財政収入額に算入することに伴い、標準財政規模の算定方法を

定める規定について所要の見直しを行う。（附則第九条及び第十条関係） 

３ その他所要の改正を行う。 

 

第３ 災害対策基本法施行令の一部改正 

地方揮発油税の当分の間税率の廃止に伴い創設される地方揮発油譲与税減収補塡特例

交付金の全額を基準財政収入額に算入することに伴い、標準税収入額の算定方法の特例

を定める規定について所要の見直しを行う。（附則第四項関係） 

 

第４ 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正 

地方特例交付金の内容を変更することに伴い、特別区財政調整交付金の基準財政収入

額の算定方法の特例を定める規定等について所要の見直しを行う。（第一条及び第二条関

係） 

 

第５ 特別会計に関する法律施行令の一部改正 

交付税及び譲与税配付金特別会計借入金のうち、七千億円を一般会計に帰属させると

ともに、令和八年度の償還額を増額し、令和三十一年度までに償還することに伴い、一

般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるものに関する規定について所要の見

直しを行う。（第四十一条関係） 

 

第６ 施行期日等 

１ この政令は、令和八年四月一日から施行する。（附則第一条関係） 

２ 所要の経過措置を定める。 

３ その他関係政令について所要の改正を行う。 

 


